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発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

条

例

奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及

二

び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
議
会
事
務
局
）

目

次

ペ
ー
ジ

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
奈
良
県
議
会
の

二

議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
議
会
事
務
局
）

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

選
挙
区

議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
、
添
上
郡
・
奈
良
市
と
山
辺
郡
を
合
わ
せ
て
、
山
辺
郡

・
奈
良
市
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

選
挙
区
別
定
数

議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
つ
い
て
、
山
辺
郡
・
奈
良
市

は
十
一
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の

特
例平

成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
市
町
村

の
合
併
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
奈
良
県
議

会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
附
則
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合

併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
次
の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
任
期
が

終
わ
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区

の
特
例

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
一
般
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
（
前
条
の
市
町
村
の
合
併
を
除
く
。
）
に
よ
り
郡
市
の
区

域
の
変
更
を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か

ら
次
の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間

に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

施
行
期
日
等

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

見
直
し

奈
良
県
議
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

施
行
日

と
い
う
。
）
以
後
最
初

に
行
わ
れ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
る
日
の
前
日
ま

で
に
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
に
よ
る
郡
市
の
区
域
の
変
更
の
状
況
、

施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、

奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
、
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
等
に
つ
い

て
見
直
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び

選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
及
び
こ
の
条
例
の
改
正
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
と
し
た
。



奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
条
例
第
五
十
号

奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

奈
良
県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
十
月
奈

良
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

添
上
郡

を

山
辺
郡

に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二

号
と
す
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
）

第
一
条

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の

合
併
（
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更

を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た

日
か
ら
次
の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に

限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例

）
第
二
条

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
一
般
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
（
前
条
の
市
町
村
の
合
併
を
除
く
。
）
に
よ
り
郡
市
の
区
域
の
変
更

を
生
ず
る
場
合
に
お
け
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
市

町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
次
の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
任
期

が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
見
直
し
）

奈
良
県
議
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

施
行
日

と
い
う
。
）
以
後
最
初
に
行
わ
れ

る
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
日
以
後

に
行
わ
れ
る
市
町
村
の
合
併
に
よ
る
郡
市
の
区
域
の
変
更
の
状
況
、
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
、
各
選
挙

区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
等
に
つ
い
て
見
直
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
奈
良

県
議
会
議
員
の
定
数
、
選
挙
区
及
び
選
挙
区
別
定
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
十
月
奈
良
県

条
例
第
三
十
五
号
）
及
び
こ
の
条
例
の
改
正
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

平成 年 月 日 火曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

条

例

第
三
条
の
表
山
辺
郡
の
項
を
削
り
、
同
表
中

添

上

郡

奈

良

市

十
人

を

山

辺

奈

良

郡市

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
条
例
第
五
十
一
号

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
奈
良
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例

十
一
人
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奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


